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  第１号議案  令和６年度事業報告 

(1)  本部   (2) 校内指導部  (3) 校外指導部 

 

第２号議案  令和６年度会計報告  

  (1)  令和６年度PTA会計決算報告 

  (2)  令和６年度函南中生徒会会計決算報告 

  (3)  令和６年度函南中助成金会計決算報告 

  (4)  令和６年度函南中学校給食会計報告 

 

第３号議案  令和７年度PTA役員(案) 

  

第４号議案  令和７年度PTA事業計画(案) 

(1)  本部   (2)  校内指導部  (3)  校外指導部 

 

第５号議案 令和７年度PTA会計予算(案) 

 

 

 



函南中学校PTA関係   町・田方・県PTA関係

4 月 5 日 令和６年度入学式

4 月 11 日 第１回三役会・本部役員会

4 月 18 日 PTA通常総会

4 月 23 日 田方地区PTA連絡協議会第１回理事会

5 月 10 日 田方地区PTA連絡協議会代議員会

5 月 17 日 第１回函南町PTA連絡協議会(函南小)

6 月 13 日 第２回三役会・本部役員会

6 月 14 日 第２回函南町PTA連絡協議会(函南小)

6 月 16 日 田方地区PTA指導者研修会(大仁中)

6 月 23 日 函南町青少年健全育成大会(文化センター)

7 月 12 日 田方地区PTA連絡協議会第２回理事会

9 月 12 日 第３回三役部長会

9 月 14 日 静岡県PTA研修大会(静岡市)

9 月 27 日 蒼龍祭文化の部　

10 月 12 日 PTA奉仕作業

10 月 18 日 蒼龍祭体育の部

11 月 7 日 PTA教育講演会・学校保健委員会

11 月 14 日 第４回三役会・本部役員会・地区長会

11 月 22 日 第３回函南町PTA連絡協議会(函南小)

1 月 16 日 第５回本部部長会

2 月 14 日 田方地区PTA連絡協議会第３回理事会

2 月 14 日 第４回函南町PTA連絡協議会(函南小)

3 月 6 日 第６回三役会・本部役員会・地区長会(新･現)

3 月 19 日 令和６年度卒業式

3 月 日 PTA会計監査

第１号議案

令和６年度　　本部事業報告



令和６年度 各部の事業報告 

校 

内 

指 

導 

部 

【第１回校内指導部会】９月２日(月) 参加者：部長、副部長、副会長、教員 

内容：奉仕作業の打ち合わせ、参加アンケートについて等(学校に依頼) 

 

【第２回校内指導部会】９月 12日 (木) 参加者：部長、副部長、副会長、教員 

 内容：作業内容確認、割り振り等 

 

【第３回校内指導部会】10 月１日(火) 参加者：部長、副部長、副会長、部員、教員 

 内容：割り振り、最終確認、マメールで参加者への詳細連絡等(学校に依頼) 

 

【奉仕作業】10 月５日(土)雨天中止 → 10月 12 日(土) 実施(生徒 71名、保護者 67 名) 

 内容：奉仕作業の実施、マメールで事後アンケートをとる(学校に依頼) 

 

【蒼龍祭文化の部】９月 27 日(金) 駐車場係８名 

【蒼龍祭文化の部】10月 18 日(金) 駐車場係 12名 ※PTA 席を用意 

【あいさつDAY】 ４・８月を除いた第１・３火曜日に実施 

①５月７日(火)  ②５月 21 日(火) ③６月４日(火)  ④６月 18 日(火) ⑤７月２日(火)  

⑥９月 17日(火) ⑦10 月１日(火) ⑧10月 15日(火) ⑨11月 5日(火) ⑩11 月 19日(火) 

⑪12月３日(火)  ⑫１月 21日(火) ⑬２月 18日(火) 

 

【制服等のリサイクル】 

 ①6月 13日(木)在庫整理 ②３月６日(木)在庫確認  

○制服等リサイクル品 金額決め、値札付け 

○９月27日(金)制服リサイクルバザー応募期間 ○10月18日(金)制服リサイクルバザー受取期間 

○制服等のリサイクル回収メール作成 

校 

外 

指 

導 

部 

【校外パトロール】 

①７月 13日(土) 県下一斉夏季少年補導 → 部員 1名参加 

③12月 12 日(木) 県下一斉冬季少年補導 → 教員 1名、部員 1名参加 

 

【家庭教育研修会】10 月８日(火)10:00～11:30 部員２名参加 

 

【PTA 教育講演会】11月７日(木) 参加者：三役、部長、副部長、部員４名 

講師：函南中学校ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ白鳥志保先生 

演題：「対話の森～出会いとつながりの中で自分の木(いのち)を創造しよう」 

 

【函南町地区懇談会】11 月 19日(火) 部員 3名、保護者３名 

 

【函南町児童生徒作品展】11月９日(土)13:00～15:00 参加者：教員 1名、部員 1 名 

 

【PTA 広報「ひろば(PTA だより)」】 

 ①１月 29 日(木) 第１回部会 ○３月 ひろば 122 号発行 

【函南町交通安全母の会総会】７月３日(水) 参加者：部員 2名 

 内容：令和５年度事業報告、令和６年度事業計画・役員選出等 

 

【三島・函南交通安全保護者の集い】８月１日(木) 参加者：部員 2名 

 内容：講話、交通安全劇等 

 

【函南町ふれあい広場】10 月 20日(日) 参加者：部員１名 

 内容：交通安全の啓発、啓発グッズの配布等 

 



第４号議案  

令和７年度 PTA 事業計画（案） 

本 

部 

①PTA 諸行事の立案(各部との連携・協力) 

②県・地区・町PTA活動への参加(研修会・各種大会等) 

③函南町青少年健全育成大会への参加(あいさつ運動・県下一斉少年補導など) 

④PTA 主催行事への参加と協力(奉仕作業・教育講演会など) 

⑤田方地区PTA 指導者研修会参加 

⑥学校行事等への参加者の募集(蒼龍祭文化の部・体育の部など) 

校 

内 

指 

導 

部 

①PTA 奉仕作業の計画(３回の部会)及び実施 

 実施予定日：10月 5 日(日) 予備日 10月 12日(日) 

 参加者：３年生とその保護者 

②樹木伐採、草刈りその他、学校施設の環境整備(学校からの要望・必要に応じて) 

③蒼龍祭文化の部、体育の部 駐車場係 

④あいさつDAYの企画及び実施、呼びかけ  

※毎月第１・第３火曜日予定 行事のある週はなし 

 ※クラスごと実施 

 5/20 5/27 6/3  6/17 7/1 9/2 9/16 10/14 11/18 12/2  1/20 2/17 3/3  

⑤制服等のリサイクルの呼びかけ・管理、制服リサイクルバザー展示・応募・引き換え 

⑥その他学校行事への参加と協力 

校 

外 

指 

導 

部 

①県下一斉少年補導への参加 

②家庭教育研修会への参加 

③PTA 教育講演会・学校保健委員会の企画・運営 

④函南町児童生徒作品展への参加 

⑤函南町地区懇談会への参加 

⑥PTA 広報「ひろば(PTAだより)」の編集(１回の部会)・発行(年１回 123号発行) 

⑦函南町交通安全母の会総会、三島・函南交通安全保護者の集いへの参加 

⑧交通安全街頭呼びかけ 

⑨函南町ふれあい広場への参加 

⑩その他、学校行事への参加と協力 

 



函南中学校 PTA規約 
 

第１章  名称および事務局 

第１条     この会は、函南中学校ＰＴＡという。 

第２条     この会は、事務局を函南中学校に置く。 

  

第２章 目的 

第３条  この会は、保護者と教職員並びに地域の人たちの理解と協力によって、生徒の心身に 

応じた最もよい教育が行われるように務め、あわせて会員の親睦と教養を高めることを

目的とする。 

  

   第３章 方針 

第４条 この会は、次の方針に従って活動する。 

（１）この会は、教育を真の目的とする民主団体とし自主的に活動する。 

（２）この会は、この会以外の公私の選挙および政治活動はしない。 

（３）この会は、直接学校の管理や人事に干渉しない。 

（４）この会は、生徒の教育および福祉のために活動するほか、他の社会団体または機関と協力 

する。 

（５）この会は、会員の研修に務めるとともに、生徒の生活を補導し、環境をよくするために活 

動する。 

  

   第４章 会員 

第５条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりとする。 

（１）函南中学校に在籍する生徒の父母またはこれに代わる者。 

（２）函南中学校の教員。 

（３）この会の主旨に賛同する者。 

ただし、（３）に該当する者の入会は本部役員会が決定する。 

 

   第５章 会計 

第６条 この会の会計は、会費、事業収益およびその他の収入を充てる。 

第７条 会費は会員が月々納め、その額は毎年年度のはじめに決定する。 

第８条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

  

   第６章 役員 

第９条 この会に次の役員をおく。 

（１）会長        １名（保護者代表） 

（２）副会長       ５名（保護者４名 教職員１名） 

（３）書記        １名（教職員１名） 

（４）会計        １名（教職員１名） 

（５）会計監査      ２名（前年度会計および役員） 

（６）校内指導部長    １名（保護者１名） 

（７）校内指導副部長   １名（保護者１名） 

（８）校外指導部長    １名（保護者１名） 

（９）校外指導副部長   １名（保護者１名） 

（10）各学年部長     ３名（保護者３名） 

（11）顧問        １名（必要に応じて会長が任命） 

（12）副会長４名の内２名は、保護者の書記と会計をそれぞれ兼務する。 

 



第１０条 役員の任務は、次のとおりとする。 

（１）会長は、この会を代表し、総会・委員会・本部役員会・地区長会および部会を招集する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合はその代行をする。 

（３）書記は、総会・委員会・本部役員会・地区長会および部会の議事を記録し、保存する。 

（４）会計は、会の会計を取り扱い、必要に応じ報告する。 

（５）会計監査は、会計を監査し、定例監査を２回、また必要に応じて監査を実施し、その結 

果を総会に報告する。 

（６）顧問は、必要に応じて会の運営について助言する。 

第１１条 会員はすべて規定に従って役員になれる。 

第１２条 役員の任期は１年とする。但し、再任は妨げない。 

  

   第７章 総会 

第１３条 総会はこの会の最高議決機関であって、全会員をもって構成する。 

第１４条 総会は規約の改正、予算決算その他重要事項の議決・承認をする。 

第１５条 総会は年度当初開催し、必要に応じて臨時に開くことができる。 

  

   第８章 本部役員会 

第１６条 本部役員会は、正副会長、校内校外部長・副部長、各学年部長、並びに学校代表をも

って構成する。 

第１７条 本部役員会は、この会の執行機関であって、総会の議決に基づいてこの会の運営にあ 

たる。 

  

   第９章 委員会 

第１８条 委員会は、この会の役員と各地区および学年から選出された委員並びに学校代表を 

もって構成する。 

（１）推薦委員会は、次期役員および部員を選出し総会の承認を求める。 

（２）特別委員会は、特定の目的遂行にあたり必要に応じて設け、任務遂行後解散する。 

  

   第１０章 地区長会 

第１９条 地区長会は、各地区より選出された地区長をもって構成する。 

  

   第１１章 部会 

第２０条 この会に次の部会をおき、各地区より選出された委員をもって構成する。 

（１）校内指導部 奉仕作業および学校施設の修繕に関する企画運営、あいさつ運動や制服のリ

サイクル等教育に関する企画運営 

（２）校外指導部 校外補導に関する企画運営、会員の研修・広報に関する企画運営、ＰＴＡだ

よりの発刊 

  

   第１２章 規約改廃および細則 

第２１条 この会の規約は、総会における出席者の過半数によって改廃することができる。 

第２２条 運営についての細則は、別に定める。 

  

  

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 この会の規約は昭和４７年４月１日より実施する。 

  

   附 則 

 地区は次の地区とし、会員数に応じて役員を選出する。 

  丹那小校区 

   丹那 

  函南小校区 

   大土肥、八ツ溝、上沢、新幹線 

  桑村小校区 

   桑原、冷川、函南・大竹、パサディナ 

  西小校区 

   間宮、塚本、肥田、日守、新田 

  地区には地区長をおく。 

  

   附 則 

 規約改正（昭和６１年４月１８日） 

 ・２０条（１） 「補導部」を「生活指導部」とする。 

 ・「但し、学年部長は互選とする」を削除 

  

   附 則 

 規約改正（平成１４年４月１９日） 

 ・１６条 「会計監査」を削除 

  

   附 則 

 規約改正（平成１６年４月２３日） 

 ・第１２章第２１条第１項及び第２項の全条文を削除 

 ・第１３章第２２条及び第２３条を各々第１２章第２１条及び第２２条とする。 

  

   附 則 

 規約改正（平成１７年１１月１１日） 

 ・ＰＴＡ役員、ＰＴＡ委員、支部長等の名称を本部役員会、部員、地区長に変更。 

 ・生活指導部の環境整備班を環境整備部とし４部会とする。 

  

     附 則 

 規約改正（平成２４年４月２７日） 

 ・第６章第９条第３項及び第４項の２名を１名に変更し、保護者１名を削除する。また、第８

項を附加する。 

 ・第８章第１６条の「書記、会計」を削除する。 

      

附 則 

 規約改正（平成３１年４月１２日） 

 ・第４章「会員」の規定を変更する。 

 

   附 則 

 規約改正（令和５年４月２１日） 

 ・第６章第９条の役員を変更する。 

  

 



附 則 

 規約改正（令和５年４月２１日） 

 ・第８章第１６条の構成員を変更する。 

 

附 則 

 規約改正（令和５年４月２１日） 

 ・第１１章第２０条の指導部名、仕事内容を変更する。 

 

附 則 

 規約改正（令和７年４月１６日） 

 ・第６章第９条、第８章第１６条の構成員を変更する。 

 

 

 



 

 

 

                 函南中学校ＰＴＡ慶弔規定（内規）  

         

 

１ 函南町立函南中学校ＰＴＡ慶弔規定を次の通り定める。          

         

   

 （１）会員死亡の場合（配偶者を含む）              １０，０００円※  

  

  （２）生徒死亡の場合                         １０，０００円※  

   

  （３）役員・教職員の一親等死亡の場合（両親・子供）     ５，０００円※  

   

  （４）学事関係者の死亡（町三役・教委職員・町Ｐ、地区Ｐ関係者） 協議    ※  

  

  （５）※印は原則代表者の会葬を伴うことを示す。            

                                 

                   

２ この規定を改正する場合は、ＰＴＡ本部役員会の議決を必要とする。       

 

 

３ この規定は、平成３０年４月１日より有効とする。  

                                                                   

                     



令和７年度　ＰＴＡ年間事業計画　一覧　

部

 予備日12(日)

⑦９／16(火)

12／　(　)

母の会総会

７／　(　)

交通安全

保護者の集い

秋の

交通安全運動

函南町

ふれあい広場 交通安全運動

本部役員会 10／３(金) 本部役員会 １／15(木)

制服リサイクル

第６回

新現本部役員会

在庫確認

４／10（木）

②５／27(火)

三役部長会

地区長会

　11／８（土）

７／24(木)

９／18(木)

PTA奉仕作業

10／５(日)

10／３(金)

４／16(水)

奉仕作業会合①

11／６（木）

第１回

６／29(日)

学校保健委員会

10／５(日)

制服リサイクル

８／　(　)

12／11（木）

三役会

新部会

新現地区長会

３／19(木)

県下一斉

年末の

　11／９（日）

6月 7月 8月 9月

6／５(木)

1月

入学式

新現本部役員会

第３回

10／31(金)

3月

卒業式

12月

第５回

2月

１／　　（　）

第１回部会

11月

三役会

4月 10月

蒼龍祭

文化の部

第４回

5月

三役会

PTA奉仕作業

新現三役会

４／10 （木）

PTA総会

体育の部

健全育成大会

三役部長会

夏季少年補導

10／　(日)

ＰＴＡ教育講演会

11／13(木)

冬季少年補導

あいさつDAY

⑧10／14(火)

県下一斉

本
　
部

４／７(月)

指導者研修会

校
内
指
導
部

４／10(木)

校
外
指
導
部

第２回

６／15(日)

④６／17(火)

３／５(木)

10月31日(金)

11／13（木）

10／７(火)

ひろば123号発行

３月上旬 発行

⑪１／20(火)

ＰＴＡ教育講演会

児童生徒作品展

学校保健委員会

家庭教育研修会

蒼龍祭体育の部

⑩12／２(火)

在庫整理 蒼龍祭文化の部

予備日12(日)

奉仕作業会合②

　／　　(　)

あいさつＤＡＹ あいさつDAY あいさつDAY あいさつDAY

①５／20(火) ③６／３(火) ⑤７／１（火） ⑬３／３(火)

あいさつDAY あいさつDAY あいさつDAY あいさつDAY あいさつDAY

⑨11／18(火) ⑫２／17(火)⑥９／２（火）

駐車場係　９／25（木）

第１回部会

３／５(木)


